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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　改良された特性を有する高温基体であって
 120℃を超えるガラス転移点を有するポリマー基体と、
　該ポリマー基体の上に置かれた、少なくとも１の第１バリア層と該第１バリア層の上に
置かれた少なくとも１の第１ポリマー層とを含む第１バリアスタックと、
 前記ポリマー基体と前記第１バリアスタックとの間のポリマー平滑層と、
 を含む高温基体と、
　第１バリアスタックの上に置かれた環境感応性ディスプレイデバイスと、
　該環境感応性ディスプレイデバイスの上に置かれた、少なくとも１の第２バリア層と該
第２バリア層の上に置かれた少なくとも１の第２ポリマー層とを含む第２のバリアスタッ
クであって、環境感応性ディスプレイデバイスを被包する、第２のバリアスタックと、
を含む被包ディスプレイデバイスであって、
　該第１バリア層は、スパッタリング、化学蒸着、プラズマ強化化学蒸着、電子サイクロ
トロン共鳴プラズマ強化蒸着（ＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ）及びこれらの組合せにより蒸着され
、該第１ポリマー層は真空蒸着されたアクリレート含有ポリマー層であり、
　該第１バリアスタックを通過する酸素透過速度は、23℃、相対湿度0％で、0.005cc/m2/
dayよりも低いことを特徴とする、被包ディスプレイデバイス。
【請求項２】
　前記ポリマー基体は、ポリノルボルネン、ポリイミド、ポリエーテルスルホン、ポリエ
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ーテルイミド、ポリカーボネート、及び高いガラス転移点を有する環式オレフィンポリマ
ーから選択される請求項１に記載の被包ディスプレイデバイス。
【請求項３】
　前記第１バリア層は、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属オキシナイトライド
、金属オキシボライド及びこれらの組合せから選択される物質を含む請求項１又は２に記
載の被包ディスプレイデバイス。
【請求項４】
　120℃を超えるガラス転移点を有するポリマー基体を準備する工程と、
　前記ポリマー基体上にポリマー平滑層を堆積させる工程と、
　該ポリマー平滑層の上に、少なくとも１の第１バリア層と該第１バリア層の上に置かれ
た少なくとも１の第１ポリマー層とを含む第１バリアスタックを置く工程と、
　環境感応性ディスプレイデバイスを少なくとも１の第１バリアスタック上に置く工程と
、
　少なくとも１の第２バリア層と該第２バリア層の上に置かれた少なくとも１の第２ポリ
マー層とを含む第２バリアスタックを、該環境感応性ディスプレイデバイスの上方に置い
て、環境感応性ディスプレイデバイスを被包する工程と、
を含み、
　該第１バリア層は、スパッタリング、化学蒸着、プラズマ強化化学蒸着、電子サイクロ
トロン共鳴プラズマ強化蒸着（ＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ）及びこれらの組合せにより蒸着され
、該第１ポリマー層は真空蒸着されたアクリレート含有ポリマー層であり、
　該第１バリアスタックを通過する酸素透過速度は、23℃、相対湿度0％で、0.005cc/m2/
dayよりも低い、改良された特性を有する被包ディスプレイデバイスを製造する方法。
【請求項５】
　環境感応性ディスプレイデバイスの上に少なくとも１の第２バリアスタックを置く工程
は、少なくとも１の第２バリアスタックを環境感応性ディスプレイデバイス上にデポジッ
トすることを含む請求項４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してポリマー基体に関し、特に、改良された特性を有する高温ポリマー基
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数の異なるタイプの電気製品用の汎用視覚ディスプレイデバイスに対するニーズがあ
る。多くの現存のディスプレイは、ガラス基体を用いているが、プラスチック基体を使用
する傾向にある。プラスチック基体は軽量で、衝撃耐性があり、費用効果的であるので、
次世代の電気製品及び関連する技術にとって重要である。しかしながら、プラスチックの
温度制限並びに気体及び液体の浸透制限が、ほとんどのディスプレイにおけるプラスチッ
クの使用を妨げている。
【０００３】
　フラットパネルディスプレイなどのディスプレイの製造における多くの工程は、ほとん
どのポリマー基体が耐えることのできない比較的高温を必要とする。例えば、薄膜トラン
ジスタでのアモルファスSiのポリ-Siへの再結晶化は、パルスエキシマレーザーアニール
の場合であっても、少なくとも160～250℃の基体温度を必要とする。典型的にはインジウ
ムチンオキサイドからなる透明な電極の導電性は、220℃以上で堆積される場合に、著し
く改良される。ポリイミドの硬化は、通常、250℃の温度を必要とする。加えて、電極の
パターンニングのための多くのフォトリソグラフィー工程は、120℃を越える温度で行わ
れ、製作時の処理速度を高める。これらの工程は、ディスプレイデバイスの製造において
広範囲に用いられており、ガラス基体及びシリコン基体に対して最適化されている。これ
らの工程に必要な高温は、プラスチック基体を変形させ損傷させ得るので、結果的にディ
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スプレイを破壊してしまう。ディスプレイが可撓性プラスチック材料上に製造されるべき
場合には、このプラスチックは、100℃を越える高温を含むプロセス条件、刺激の強い化
学薬品及び機械的損傷に耐え得るものでなければならない。
【０００４】
　高いガラス転移点を有する可撓性プラスチック材料は、ディスプレイに用いるに非常に
有望である。本明細書において、高いガラス転移点を有するポリマーとは、ガラス転移点
が約120℃以上、好ましくは約150℃以上、最も好ましくは約200℃以上のものをいう。こ
のようなポリマーの例としては、ポリノルボルネン（Tg:320℃）、ポリイミド（Tg:270～
388℃）、ポリエーテルスルホン（Tg:184～230℃）、ポリエーテルイミド（Tg:204～299
℃）、ポリアリーレート（Tg:148～245℃）、ポリカーボネート（Tg:150℃）、及び高い
ガラス転移点を有する環式オレフィンポリマー（Tg:171℃、Lofo High Tech Film, GMBH
（Weil am Rhein, Germany）から商標Transphan（登録商標）で販売されている）を挙げ
ることができるが、これに限定されるものではない。これらの材料の温度安定性及び高い
ガラス転移点ゆえに、これらの材料は、ポリエチレンテレフタレート（Tg:78℃）やポリ
エチレンナフタネート（Tg:120℃）などの現存する商品ポリマーの温度限界を解消するに
有望である。
【０００５】
　しかしながら、高いガラス転移点を有するポリマーは、本質的に機械的強度が弱く、傷
つきやすく、化学薬品耐性が低く、酸素及び水の浸透性が高いことが多い。これらの特性
が、加工を困難にしている。加えて、酸素透過度及び水浸透度が高いこと及び表面仕上げ
の質が悪いことが、傷つきやすいディスプレイデバイス用基体として用いることを妨げて
いる。
【０００６】
　現在、液晶ディスプレイ（LCD）、発光ダイオード（LED）、発光ポリマー（LEP）、電
気泳動性インクを含む電気サイン、エレクトロルミネッセンスデバイス（ED）、及び燐光
デバイスを含む多種の異なるディスプレイデバイスが用いられている。これらのディスプ
レイデバイスの多くは、環境の影響を受けやすい環境感応性である。本明細書において、
環境感応性ディスプレイデバイスとは、電気製品の加工において用いられる雰囲気又は化
学薬品中の酸素及び水蒸気などの環境ガス又は液体の浸透により分解されるディスプレイ
デバイスをいう。
【０００７】
　プラスチックの気体浸透抵抗及び液体浸透抵抗は低く、デバイス性能を維持するために
必要な程度よりも数桁低いことが多い。例えば、ポリノルボルネン及びTransphan（登録
商標）の酸素透過度及び水蒸気浸透度は、1000cc/m2/day（23℃）を超える。有機発光デ
バイスにとって十分な寿命を提供するために必要な速度は、約10-6cc/m2/day（23℃）で
あると計算されている。ディスプレイデバイスの環境感応性は、プラスチック上に構築さ
れたデバイスの寿命、信頼性及び性能を制限する。このことが、プラスチック基体で作ら
れたディスプレイデバイスの開発を阻害している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ゆえに、ディスプレイデバイス用の支持体として使用できる非常に低い気体浸透性及び
液体浸透性、傷つき難さ、及び化学薬品抵抗性に代表される改良された特性を有する高温
基体、及びこのような基体を製造する方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、改良された特性を有する高温基体及びこのような基体を製造する方法を提供
することによって、これらのニーズを満たす。基体は、約120℃よりも高いガラス転移点
を有するポリマー基体と、ポリマー基体に隣接する少なくとも一つの第１バリアスタック
と、を含む。バリアスタックは、少なくとも一つの第１バリア層と、少なくとも一つの第
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１ポリマー層と、を含む。高温基体は、場合によっては、第１バリアスタックに隣接する
環境感応性ディスプレイデバイスと、環境感応性ディスプレイデバイスに隣接する少なく
とも一つの第２バリアスタックと、を含む。隣接とは、隣り合うことを意味するが、直接
的に隣り合うことは必要ではない。隣接する層の間に介在する追加の層があってもよい。
第２のバリアスタックは、少なくとも一つの第２バリアスタックと、少なくとも一つの第
２ポリマー層と、を含む。
【００１０】
　好ましくは、第１バリアスタック及び第２バリアスタックの第１バリア層及び第２バリ
ア層のいずれか一方又は両方は、実質的に透明である。第１バリア層のうち少なくとも一
つは、好ましくは、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属窒素酸化物（metal oxyn
itride）、金属ホウ素酸化物（metal oxyboride）、及びこれらの組合せから選択される
物質を含む。
【００１１】
　第１バリア層及び第２バリア層のいずれか一方は、所望であれば、実質的に不透明であ
ってもよい。不透明バリア層は、好ましくは、不透明金属、不透明ポリマー、不透明セラ
ミック及び不透明サーメットから選択される。
【００１２】
　第１バリアスタック及び第２バリアスタックのポリマー層は、好ましくは、アクリレー
ト含有ポリマーである。本明細書において、アクリレート含有ポリマーとは、アクリレー
ト含有ポリマー、メタクリレート含有ポリマー、及びこれらの組合せを含む。第１バリア
スタック及び／又は第２バリアスタック中のポリマー層は、同一でも異なっていてもよい
。
【００１３】
　高温基体は、所望であれば、ポリマー平滑層、ひっかき抵抗層、抗反射コーティング、
又は他の機能層などの追加の層を含むものでもよい。
　本発明は、さらに、改良された特性を有する高温基体を製造する方法も含む。この方法
は、約120℃を超えるガラス転移点を有するポリマー基体を準備し、このポリマー基体上
に少なくとも一つの第１バリアスタックを置くことを含む。バリアスタックは、少なくと
も一つの第１バリア層と、少なくとも一つの第１ポリマー層と、を含む。
【００１４】
　バリアスタックは、デポジッション（堆積）又は積層（ラミネーション）によって基体
上に置かれてもよい。デポジッションは、好ましくは、真空蒸着であり、積層（ラミネー
ション）は、接着剤、はんだ、超音波溶接、圧力又は熱を用いて行うことができる。
【００１５】
　デポジッション又はラミネーションによって、環境感応性ディスプレイデバイスを第１
バリアスタック上に置いてもよい。第２バリアスタックを環境感応性ディスプレイデバイ
ス上に置いてもよい。第２バリアスタックは、少なくとも一つの第２バリア層と、少なく
とも一つの第２ポリマー層と、を含む。好ましくは真空蒸着によって、第２バリアスタッ
クを環境感応性ディスプレイデバイス上に堆積させてもよい。
【００１６】
　したがって、本発明の目的は、改良された特性を有する高温基体を提供すること及びこ
のような基体を製造する方法を提供することにある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の被包ディスプレイデバイスにおける高温基体の一実施形態の断
面図である。
【図２】図２は、本発明の被包ディスプレイデバイスの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の被包ディスプレイデバイスにおける高温基体の一実施形態を図１に示す。高温
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基体100は、基体105と、ポリマー平滑層110と、第１バリアスタック115と、を含む。第１
バリアスタック115は、バリア層120と、ポリマー層125と、を含む。第１バリアスタック1
15は、環境中の酸素及び水蒸気が基体105に浸透することを防止する。
【００１９】
　基体105は、約120℃を超えるガラス転移点、好ましくは約150℃を超えるガラス転移点
、より好ましくは約200℃を超えるガラス転移点を有するポリマーから作られている。こ
のようなポリマーの例としては、ポリノルボルネン、ポリイミド、ポリエーテルスルホン
、ポリエーテルイミド、ポリアリーレート、ポリカーボネート、及び高いガラス転移点を
有する環式オレフィンポリマーなどを挙げることができるが、これらに限定されるもので
はない。
【００２０】
　各バリアスタック115において、１層以上のバリア層120と、１層以上のポリマー層125
と、があってもよい。バリアスタック中のバリア層及びポリマー層は、同一の物質から作
られていても、異なる物質から作られていてもよい。バリア層は、典型的には約100～400
Åの厚みであり、ポリマー層は、典型的には約1000～10,000Åの厚みである。
【００２１】
　図１は、単一のバリア層と単一のポリマー層とを有するバリアスタックを示すが、バリ
アスタックは、１層以上のポリマー層と１層以上のバリア層とを有することもできる。１
層のポリマー層と１層のバリア層があってもよいし、１層以上のバリア層の一方の側に１
層以上のポリマー層があってもよいし、あるいは１層以上のバリア層の両側に１層以上の
ポリマー層があってもよい。重要な特徴は、バリアスタックが少なくとも１層のポリマー
層と少なくとも１層のバリア層とを有することである。
【００２２】
　バリアスタックの頂部に、所望によって、有機層又は無機層、平面化層、透明伝導体、
抗反射コーティング、又は他の機能層などの追加のオーバーコート層があってもよい。
　本発明の被包ディスプレイデバイスを図２に示す。被包ディスプレイデバイス200は、
上述のように、基体205を含む。基体205の頂部には、ポリマー平滑層210がある。ポリマ
ー平滑層210は、表面の粗さを減少させ、窪み、ひっかき傷及び掘痕などの表面欠陥を被
包する。これは、後続層のデポジッションに理想的な平面化された表面を作り出す。所望
の用途に応じて、有機層又は無機層、平面化層、電極層、ひっかき抵抗層、抗反射コーテ
ィング、及び他の機能層などの追加の層を基体205上にデポジットしてもよい。この態様
において、基体は、異なる用途に対して、特別にあつらえることができる。
【００２３】
　第１バリアスタック215は、ポリマー平滑層210の上方にある。第１バリアスタック215
は、第１バリア層220と、第１ポリマー層225と、を含む。第１バリア層220は、バリア層2
30及び235を含む。バリア層230及び235は、同一のバリア材料から作られていても、異な
るバリア材料から作られていてもよい。
【００２４】
　環境感応性ディスプレイデバイス240は、第１バリアスタック215の上方に置かれる。環
境感応性ディスプレイデバイス240は、環境感応性である任意のディスプレイデバイスで
よい。環境感応性ディスプレイデバイスの例としては、液晶ディスプレイ（LCD）、発光
ダイオード（LED）、発光ポリマー（LEP）、電気泳動インクを用いる電気サイン、エレク
トロルミネッセンスデバイス（ED）、及び燐光デバイスを挙げることができるが、これら
に限定されるものではない。これらのディスプレイデバイスは、公知の技術、例えば、い
ずれも参照として本願明細書に組み込まれている米国特許第6,025,899、5,995,191、5,99
4,174、5,956,112（以上LCD）；米国特許第6,005,692、5,821,688、5,747,928（以上LED
）；米国特許第5,969,711、5,961,804、4,026,713（以上Eインク）；米国特許第6,023,37
3、6,023,124、6,023,125（以上LEP）；米国特許第6,023,073、6,040,812、6,019,654、6
,018,237、6,014,119、6,010,796（以上ED）に開示されている。
【００２５】
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　環境感応性ディスプレイデバイス240を被包するように、環境感応性ディスプレイデバ
イス240の上に置かれた第２バリアスタック245がある。第２バリアスタック245は、１層
の第２バリア層250と１層の第２ポリマー層255と、を有するが、上述のように、１層以上
のバリア層及び１層以上のポリマー層を有することもできる。第１バリアスタック及び第
２バリアスタック中のバリア層及びポリマー層は、同一であっても異なっていてもよい。
【００２６】
　図２には、ただ一つの第１バリアスタックとただ一つの第２バリアスタックとが示され
ているが、バリアスタックの数はこれに限定されない。必要なバリアスタックの数は、用
いられる基体物質及び特定の用途に対して必要とされる浸透抵抗のレベルに依存する。幾
つかの用途に対しては、１又は２のバリアスタックが十分なバリア特性を提供すべきであ
る。最も厳格な用途は、５以上のバリアスタックを必要とするかもしれない。
【００２７】
　第２バリアスタック245上に、場合によっては蓋260がある。蓋は、剛性であっても、可
撓性であってもよい。基体205と同じ物質から作られていることが好ましい。あるいは、
可撓性蓋は、限定するものではないが、他のポリマー、金属、紙、繊維及びこれらの組合
せを含む任意の可撓性材料から作られたものでもよい。剛性基体は、好ましくは、セラミ
ック、金属又は半導体である。
【００２８】
　改良された特性を有する高温基体を製造する方法を、図２に示す実施形態を参照しなが
ら説明する。例えばひっかき抵抗層、平面化層、電気伝導層、などの所望の任意の初期層
を基体上に被覆しても、デポジットしても又は置いてもよい。ポリマー平滑層が含まれて
いることが好ましく、残りの層に対する平滑な基部を提供する。例えば、アクリレート含
有ポリマーなどのポリマーの１層を基体又は直前の層にデポジットすることによって形成
することもできる。ポリマー層を真空中で、又はスピンコーティング及び／又はスプレイ
などの雰囲気プロセスを用いて、デポジットしてもよい。好ましくは、アクリレート含有
モノマー、オリゴマー又は樹脂をデポジットし、次いで、その場で重合させてポリマー層
を形成する。本明細書において、アクリレート含有モノマー、オリゴマー又は樹脂とは、
アクリレート含有モノマー、オリゴマー及び樹脂、メタクリレート含有モノマー、オリゴ
マー及び樹脂、並びにこれらの組合せを含む。
【００２９】
　次に、第１バリアスタックを基体上に置く。第１バリアスタック及び第２バリアスタッ
クは、少なくとも１層のバリア層と少なくとも１層のポリマー層とを含む。バリアスタッ
クは、好ましくは、真空蒸着により作られる。バリア層をポリマー平滑層、基体又は直前
の層の上に真空蒸着してもよい。次に、アクリレート含有モノマー、オリゴマー又は樹脂
を好ましくは瞬間蒸発させて、バリア層上に凝縮させ、その場で真空チャンバ内で重合さ
せることにより、ポリマー層をバリア層上にデポジットする。本明細書に参照として組み
込まれている米国特許第5,440,446及び5,725,909は、薄膜、バリアスタックをデポジット
する方法を記述する。
【００３０】
　真空蒸着は、真空下でその場での重合を伴うアクリレート含有モノマー、オリゴマー又
は樹脂の瞬間蒸発、アクリレート含有モノマー、オリゴマー又は樹脂のプラズマ蒸着及び
重合、並びにスパッタリング、化学蒸着、プラズマ強化化学蒸着、蒸発、昇華、電子サイ
クロトロン共鳴プラズマ強化蒸着（ECR-PECVD）及びこれらの組合せによるバリア層の真
空蒸着を含む。
【００３１】
　バリア層の一体性を保護するために、デポジッションに引き続き及び以後の加工処理の
前に、デポジットした層内の欠陥及び／又はマイクロクラックの形成を避けるべきである
。被包ディスプレイデバイスは、ロール又はローラ上での摩滅により引き起こされるかも
しれない欠陥を避けるために、ウェブコーティングシステムのローラなどの任意の機器に
バリア層が直接接触しないように製造されることが好ましい。これは、任意の取り扱い機
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器に接触又は触れる前に、バリア層が常にポリマー層により被覆されているようにデポジ
ッションシステムを設計することによって達成することができる。
【００３２】
　次に、環境感応性ディスプレイデバイスを第１バリア層上に置く。真空蒸着などのデポ
ジッションにより、環境感応性ディスプレイデバイスを基体上に置くことができる。ある
いは、ラミネーションにより、基体上に置くこともできる。ラミネーションは、接着剤、
糊など、又は熱を用いて、環境感応性ディスプレイデバイスを基体にシールしてもよい。
【００３３】
　次に、第２バリアスタックを環境感応性ディスプレイデバイス上に置いて、環境感応性
ディスプレイデバイスを被包する。デポジッション又はラミネーションによって、第２の
バリアスタックを環境感応性ディスプレイデバイス上に置いてもよい。
【００３４】
　第１バリアスタック及び第２バリアスタック内のバリア層は、任意のバリア材料でよい
。第１バリアスタック及び第２バリアスタック内のバリア層は、同一の材料から作られて
いてもよいし、異なる材料から作られていてもよい。加えて、同一又は異なるバリア材料
の多重バリア層を一つのバリアスタック内に用いることもできる。
【００３５】
　バリア層は、ディスプレイデバイスの設計及び用途に応じて、透明でも不透明でもよい
。好ましい透明なバリア材料としては、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属オキ
シナイトライド、金属オキシボライド、及びこれらの組み合わせを挙げることができるが
これらに限定されるものではない。金属酸化物は、好ましくは、シリコンオキサイド、ア
ルミニウムオキサイド、チタニウムオキサイド、インジウムオキサイド、チンオキサイド
、インジウムチンオキサイド、タンタルオキサイド、ジルコニウムオキサイド、ニオビウ
ムオキサイド、及びこれらの組み合わせから選択される。金属窒化物は、好ましくは、ア
ルミニウムナイトライド、シリコンナイトライド、ボロンナイトライド、及びこれらの組
み合わせから選択される。金属オキシナイトライドは、好ましくは、アルミニウムオキシ
ナイトライド、シリコンオキシナイトライド、ボロンオキシナイトライド、及びこれらの
組み合わせから選択される。
【００３６】
　ほとんどのデバイスに対して、デバイスの一方の側部だけは透明でなければならない。
したがって、不透明なバリア層は、ディスプレイデバイスの設計に応じて、いくつかのバ
リアスタック内で用いることができる。不透明なバリア材料としては、金属、セラミック
、ポリマー及びサーメットを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。
不透明なサーメットの例としては、ジルコニウムナイトライド、チタニウムナイトライド
、ハフニウムナイトライド、タンタルナイトライド、ニオビウムナイトライド、タングス
テンジシリサイド、チタニウムジボライド、及びジルコニウムジボライドを挙げることが
できるが、これらに限定されるものではない。
【００３７】
　第１バリアスタック及び第２バリアスタックのポリマー層は、好ましくは、アクリレー
ト含有モノマー、オリゴマー又は樹脂である。第１バリアスタック及び第２バリアスタッ
ク内のポリマー層は、同一でも異なっていてもよい。加えて、各バリアスタック内のポリ
マー層は、同一でも異なっていてもよい。
【００３８】
　好ましい実施形態において、バリアスタックは、ポリマー層と２層のバリア層とを含む
。２層のバリア層は、同一のバリア材料から作られていてもよく、あるいは異なるバリア
材料から作られていてもよい。本実施形態における各バリア層の厚さは、単一のバリア層
の厚さの約1/2、すなわち約50～200Åである。しかしながら、厚みに制限はない。
【００３９】
　バリア層が同一の材料から作られている場合、これらは２種の源（ソース）を用いる連
続デポジッション又は２種の経路を用いる同じ源（ソース）のいずれかによりデポジット
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されてもよい。２種のデポジッション源を用いる場合には、デポジッション条件は各源に
対して異なっていてもよく、微細構造及び欠陥寸法に差異を生じさせてもよい。任意のタ
イプのデポジッション源を用いることができる。異なるタイプのデポジッションプロセス
、例えばマグネトロンスパッタリング及び電子ビーム蒸発を用いて、２層のバリア層をデ
ポジットしてもよい。
【００４０】
　異なるデポジッション源／パラメータの結果として、２層のバリア層の微細構造は符合
しない。バリア層は、異なる結晶構造を有することさえできる。例えば、Al2O3は、異な
る結晶方向を有する異なる相（α、γ）中に存在し得る。符合しない微細構造は、隣接す
るバリア層内の欠陥を分断する補助となり得、気体及び水蒸気浸透のための曲がりくねっ
た経路を増大させる。
【００４１】
　バリア層が異なる材料から作られている場合には、２種のデポジッション源が必要であ
る。これは、種々の技術により達成することができる。例えば、材料をスパッタリングに
よりデポジットする場合には、異なる組成物のスパッタリングターゲットを異なる組成物
の薄膜を得るために用いることができる。あるいは、異なる反応性気体と共に、同じ組成
物の２種のスパッタリングターゲットを用いてもよい。２種の異なるタイプのデポジッシ
ョン源もまた用いることができる。この場合には、２層の格子は、２種の材料の異なる微
細構造及び格子パラメータにより、さらに符合しない。
【００４２】
　PET基体上の３層の組み合わせ、すなわちPET基体／ポリマー層／バリア層／ポリマー層
のシングルパスロールツーロール（roll-to-roll）真空蒸着は、PET単独の場合の単一酸
化物層よりも酸素及び水蒸気に対する浸透性が、５桁以上低い。J.D.Affinito, M.E.Gros
s, C.A.Coronado, G.L.Graff, E.N.Greenwell及びP.M.Martinの”Polymer-Oxide Transpa
rent Barrier Layers Produced Using PML Process” 39th Annual Technical Conferenc
e Proceedings of the Society of Vacuum Coaters, Vacuum Web Coating Session, 1996
, pages 392-397；J.D.Affinito, S.Eufinger, M.E.Gross, G.L.Graff及びP.M.Martinの
”PML/Oxide/PML Barrier Layer Performance Differences Arising From Use of UV or 
Electron Beam Polymerization of the PML Layers” Thin Solid Films, vol.308, 1997
, pages 19-25参照。バリア層（酸化物、金属、窒化物、オキシナイトライド）層のない
ポリマー多層（PML）層単独の浸透度における効果がほとんど測定可能ではないという事
実にもかかわらずである。バリア特性における改良は、２つの因子によると考えられる。
第一に、ロールツーロール（roll-to-roll）被覆酸化物だけの層における浸透度は、デポ
ジッション中及び被覆基体がシステムアイドラ／ローラ上に巻き付いた場合に生じた酸化
物層内の欠陥により制限されたコンダクタンス（conductance）であることが知見された
。下層の基体内の凸凹（高いポイント）は、デポジットされた無機バリア層内に複製され
る。これらの形態は、ウェブ取り扱い／巻き取り中に、機械的損傷を受け、デポジットし
た膜内の欠陥の形成を引き起こし得る。これらの欠陥は、膜の最終的なバリア特性を厳し
く制限する。シングルパス、ポリマー／バリア／ポリマープロセスにおいて、第１アクリ
ル層は、基体を平面化し、無機バリア薄膜の連続デポジッションに対して理想的な表面を
提供する。第２ポリマー層は、バリア層に対する損傷を最小化し、引き続くバリア層（又
は環境感応性ディスプレイデバイス）デポジッションのために、構造体を平面化する頑強
な「保護」膜を提供する。中間ポリマー層は、さらに、隣接する無機バリア層内に存在す
る欠陥を分断するので、気体拡散用の曲がりくねった経路を作り出す。
【００４３】
　本発明に用いられるバリアスタックの浸透性をTable 1に示す。
　PETなどのポリマー性基体上の本発明のバリアスタックの酸素透過度（OTR）及び水蒸気
透過度（WVTR）を測定したところ、浸透性測定として現在産業的に用いられている測定機
器（Mocon OxTran 2/20L及びPermatran）の検出限界を良好に下回っていた。Table 1は、
PET及びポリノルボルネン（PNB）上のいくつかのバリアスタックに対するMocon（Minneap
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olis, MN）で測定したOTR値及びWVTR値（それぞれASTM F 1927-98及びASTM F 1249-90に
準拠して測定した）、及びいくつかの他の測定値を示す。
【００４４】

【００４５】
　Table 1のデータに示すように、本発明のバリアスタックは、PET単独の場合よりも数桁
良好な酸素透過度及び水蒸気浸透度を提供する。他のバリアコーティングに対する典型的
な浸透度は、0.1～1cc/m2/dayの範囲にある。バリアスタックは、下層成分への酸素透過
及び水浸透を防止する上で非常に効果的であり、上市されている他のバリアコーティング
よりも実質的に性能が優れている。
【００４６】
　２つのバリアスタックをポリノルボルネンに塗布したところ、23℃の温度にて、２つの
バリアスタックは、酸素透過度を＞1000cc/m2/dayから1cc/m2/dayに減少させ、３桁以上
の改良を示した。予備評価に用いたポリノルボルネンは、プロトタイプ材料であり、非常
に劣悪な表面品質（窪み、ひっかき傷、その他の表面欠陥）を有していた。酸素透過度及
び水蒸気浸透度は、より良好な品質の基体材料及びより多くのバリアスタックを用いるこ
とにより、＜0.005cc/m2/dayに減少させることができると考えられる。
【００４７】
　好ましいデポジッションプロセスは、非常に広範囲の基体に適合可能である。好ましい
プロセスは、モノマーの瞬間蒸発及びマグネトロンスパッタリングを含むので、デポジッ
ション温度は100℃よりも十分に低く、コーティングにおける応力を最小化することがで
きる。多層コーティングを高いデポジッション速度でデポジットすることができる。刺激
の強い気体又は化学薬品を用いないので、このプロセスは、大きな基体及び広いウェブに
まで規模を拡大することができる。コーティングのバリア特性は、層の数、材料及び層の
設計を制御することによって、用途に応じたものとすることができる。
【００４８】
　本発明のバリアスタック及びポリマー平滑層は、サブミクロンの粗さを有する基体表面
を10Åよりも小さな粗さにまで効果的に平滑化することを示している。加えて、これらは
、架橋ポリマー層及び硬い無機層を含むので、バリアスタックは、基体に、ある程度の化
学薬品耐性及びひっかき抵抗を提供する。
【００４９】
　ゆえに、本発明は、高いガラス転移点、平滑な表面、非常に優れたバリア特性、改良さ
れた耐性、改良された化学薬品耐性及び改良されたひっかき抵抗を有する基体を提供する
。高温基体は、被包環境感応性ディスプレイデバイスを製造することができる。
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【００５０】
　本発明を説明するために、ある代表的な実施形態及び詳細を示したが、本発明の技術的
範囲を逸脱しない限りにおいて、本明細書に開示された組成物及び方法を種々変更しても
よいことは当業者には明かであろう。

【図１】

【図２】
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